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１．趣旨  電気・ガス・水道のない過酷な生活環境での無人島生活を通して、自らを律し自

ら動く忍耐力と行動力、ライフラインに頼らない生活力を身に付け、自己成長を

図る。また、周りの人々と力を合わせて生き抜く中で、集団を導くリーダーシッ

プを育む。 

 

２．主催  独立行政法人国立青少年教育振興機構 国立諫早青少年自然の家 

 

３．共催  大村湾～無人島～滞在記「田島」 株式会社大村湾リゾート 

 

４．対象  高校生以上の学生 30 名 

 

５．期日  令和 3 年 12 月 3 日（金）～ 5 日（日） 2 泊 3 日 

 

６．会場  国立諫早青少年自然の家（長崎県諫早市白木峰町 1109-1） 

無人島「田島」    （長崎県西海市西彼町亀浦郷 12-3） 

       ※集合場所は、諫早駅西口ロータリー です。 

解散場所は、長崎駅 大村ボート発着場 です。 

７．プログラム   

12月 3日（金） 12月 4日（土） 12月 5日（日） 
【災害について知る日】 

      ＠国立諫早青少年自然の家 

 

 

20:15 受付 

20:30 結団式 

21:00 事前演習 

    入浴・就寝 

 

【個人のスキルを高め、生き抜く日】 

         ＠無人島「田島」 

7:00 朝食・宿泊場所片付け 

9:00 事前演習 

11:00 昼食・バス・フェリー移動 

    フィールドワーク 

水・食材・火・寝床確保 

    夕食・入浴・就寝 

【日常に感謝する日】 

      ＠無人島「田島」 

 朝食・片づけ 

10:00 ふりかえり  

11:30 フェリー移動 

12:30 昼食・解散式 

13:30  バス移動 

15:30 解散 

※ 日程は天候や新型コロナウィルス感染症の状況により変更になる場合があります。 

※ 事業の運営に関しては、新型コロナウィルス感染症対策を講じて運営を行います。 

 

８．参加費 10,000 円（食費 2 日分、入島料、保険代、シーツ等洗濯料、教材費） 

 

９. 申込方法等 

（１）申込方法 

  ○下記受付期間中に右の QR コードを読み込み、申込専用 

ページからお申し込みください。 

○右の QR コードを読込めない場合は、当所ホームぺー

ジのイベント情報欄にある「サバイバルキャンプ～無

人島で 72 時間生き抜く～」からお申込みください。 

（２）受付期間  令和 3 年 11 月 7 日（日）まで 

令和３年度子どもゆめ基金２０周年記念事業 

サバイバルキャンプ～無人島で 72 時間生き抜く～ 

開催要項 

申込専用ページは募集 

期間中のみ入力可能です。 
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（３）参加決定 

○応募者多数の場合は先着順とします。 

○募集期間終了後の申込希望につきましては、当所までお電話ください。 

（４）参加申込みの条件   

   ①無人島での全日程宿泊及び活動が可能な心身の状態であること。 

   ②開催日２週間前から検温を行い、発熱等の症状がないこと。 

③開催日２週間以内に感染拡大している地域や国への訪問歴がないこと。 

   ④開催日２週間以内に感染拡大している地域や国からの訪問者との接触がないこと。 

 

10．交通案内 

送迎バス ○迎え：12 月 3 日（金）19:45 諫早駅西口ロータリー発 

   →20:15 国立諫早青少年自然の家着 

○送り：12 月 5 日（日）14:20 田島 BASE 発  →  15:30 長崎駅着 

※表面「６．会場」のとおり、原則の集合・解散場所を設定しております。 

 設定外を希望される方は、申込フォーム連絡事項欄へ詳細をご入力ください。 

 

11．問い合わせ・申込み先 

   国立諫早青少年自然の家「サバイバルキャンプ」担当：園部 

   住所：〒859-0307 長崎県諫早市白木峰町 1109-1 

   電話：0957-25-9111  ＦＡＸ：0957-25-9115  E-mail：isahaya-sen@niye.go.jp 

 

12．個人情報等の取り扱い 

個人情報は、「独立行政法人国立青少年教育振興機構（以下「機構」という）が保有する  

個人情報の適切な管理に関する規程」等に基づき適切に管理し、この事業に関する事務の 

みに使用し、法令等に定める場合を除いて第三者に開示することはありません。 

また、本事業で職員 等が撮影した写真や映像、制作物、感想文等の著作物を、当機構 

の広報等に使用する目的で、報告書や刊行物、インターネット（ソーシャルメディアサー 

ビスを含む）等に掲載することがあります。また、新聞社、雑誌社等が発行する刊行物に 

記事、写真を掲載することもあります。 

   なお、当機構がインターネット上に公開した肖像及び著作物について、本人（又は保護 

者）から削除依頼を受けた場合は速やかに削除します。ただし、印刷物等については対応 

できかねますのでご了承ください。 
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